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タッチーくんのデザインに関する権利は栄区役所に属していますので、事前審査が必要となります。使用を希望する時は、「栄区いたち川
マスコットタッチーくん」デザイン使用承認申請書（様式第１号）に見本（写真でも可）を添えて栄区区政推進課広報相談係まで直接または
メール・郵送でご提出ください。タッチーくんのデザインは、営利目的での使用も可能です。デザインの使用料は無料です。
使用上の注意点については、ウェブサイト・マニュアルを必ずご確認ください。
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タッチーくんのデザインに関する権利は栄区役所に属していますので、事前審査が必要となります。使用を希望する時は、「栄区いたち川
マスコットタッチーくん」デザイン使用承認申請書（様式第１号）に見本（写真でも可）を添えて栄区区政推進課広報相談係まで直接または
メール・郵送でご提出ください。タッチーくんのデザインは、営利目的での使用も可能です。デザインの使用料は無料です。
使用上の注意点については、ウェブサイト・マニュアルを必ずご確認ください。
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